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１ 関係法令等 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

〔平成十三年四月十三日法律第三十一号〕 

最終改正：令和5年6月14日号外法律第53号 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等が

うたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われて

いる。ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む

重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも

十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者

は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対し

て配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の

実現の妨げとなっている。このような状況を改善し、人権の擁護

と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、

被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このこ

とは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会にお

ける取組にも沿うものである。ここに、配偶者からの暴力に係る

通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を

制定する。 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者か

らの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命

又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに

準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十

八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。）をい

い、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含

むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受け

た者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあっ

た者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものと

する。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止すると

ともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護

を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生

労働大臣（以下この条及び次条第五項において「主務大臣」と

いう。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及

び第三項において「基本方針」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の

都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指針とな

るべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的

な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとする

ときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければなら

ない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県にお

ける配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基

本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的

な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、

かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関

する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」と

いう。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計

画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画

又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の援助を

行うよう努めなければならない。 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 
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（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他

の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援セン

ターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該

各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよ

うにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又

は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学

的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被

害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条、第八条

の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の確

保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促

進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情

報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行う

こと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提

供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提

供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚

生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとす

る。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たって

は、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとす

る。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行う

ことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行う

ことができる。 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの

身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）を受け

ている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センタ

ー又は警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶

者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる

者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又

は警察官に通報することができる。この場合において、その者

の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その

他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定により通報

することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶

者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる

者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援セン

ター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めな

ければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又

は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第三条

第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の

内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受け

ることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われてい

ると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第百六十二

号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）そ

の他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護

その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の

所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。第

十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの

暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら

防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相

当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対

し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自

ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被

害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定め

る福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」とい

う。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児

童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並

びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法

令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務

所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係機関その他

の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な

保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努

めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務

の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切か

つ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対

する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知し

てする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に

限る。以下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対
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する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる

身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後

に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあ

っては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対す

る暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては

配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対

する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続

き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、そ

の生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が

加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身

体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者

が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当

該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並び

に第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる

事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項につい

ては、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠

を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居

（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下

この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺

につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所

在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に

生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の

付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による

命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てによ

り、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規

定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日

までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もし

てはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又

はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除

き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信

し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時まで

の間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又

は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催さ

せるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置

くこと。 

八 その性的羞(しゆう)恥心を害する事項を告げ、若しくはそ

の知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、

図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置く

こと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達

しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三号に

おいて単に「子」という。）と同居しているときであって、配

偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っているこ

とその他の事情があることから被害者がその同居している子に

関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止する

ため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命

令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てによ

り、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規

定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日

までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠として

いる住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校

その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子

の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をは

いかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該

子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族

その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者（被害

者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下

この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族

等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動

を行っていることその他の事情があることから被害者がその親

族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防

止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定に

よる命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て

により、その生命又は身体に危害が加えられることを防止する

ため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の

規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する

日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠

としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の

場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等

の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかい

してはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除

く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が十五歳

未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代

理人の同意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、

相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れない

ときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる

地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 
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第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下

「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる事項を記載し

た書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を

受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生

命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対す

る暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが

大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっ

ては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会す

ることを余儀なくされることを防止するため当該命令を発す

る必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっ

ては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会することを

余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要が

あると認めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、

前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護

を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる

事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所

属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イから

ニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、同項

第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を

記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五

十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければならな

い。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、

速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことがで

きる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。

ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を

達することができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の

記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援セン

ター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若

しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の

内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合にお

いて、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長

は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力

相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相談を

受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同

項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求

めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さな

ければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合

には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭

した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによって、そ

の効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨

及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監又は

道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支

援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求め

た事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項

第五号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所

書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当

該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当

該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二

以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又

は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支

援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗

告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因と

なることが明らかな事情があることにつき疎明があったときに

限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判

が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずること

ができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、

この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効

力の停止を命ずる場合において、同条第二項から第四項までの

規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令

の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てること

ができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消

す場合において、同条第二項から第四項までの規定による命令

が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消

さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令につい

て、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停止を命じ

たとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記

官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者

暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁

判所が保護命令を取り消した場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てを

した者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り消さな

ければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項ま
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での規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を

生じた日から起算して三月を経過した後において、同条第一項

第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日

から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受

けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした

者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令

を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取り消す場合に

ついて準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合につ

いて準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後

に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体に対する暴

力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規

定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶

者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害

者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられ

た命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに

当該住居からの転居を完了することができないことその他の同

号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情

があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当

該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障

を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用につ

いては、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」

とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第

十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる

事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十

八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第

四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に

掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書

記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本

若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請

求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の

申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の

指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの

間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内

に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うことができ

ない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又

はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条

第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の認証

を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令

に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟

法（平成八年法律第百九号）第一編から第四編までの規定を準

用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手

続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判

等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」とい

う。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、そ

の置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等

を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘

密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、

配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要な

研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に

関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものと

する。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導の方

法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調

査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の

向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必

要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなけれ

ばならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人

相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時

保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満

たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員

が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会

福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含

む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が

行う業務に要する費用を支弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより､都道府県が前条

第一項の規定により支弁した費用のうち､同項第一号及び第二号

に掲げるものについては､その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分

の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、

同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 
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第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、

生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類す

る共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相

手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等

をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受け

た後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関

係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含

む。）及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第

二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替

えるほか､次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は､それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定する

関係にある相手からの暴力を受けた

者をいう。以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配偶

者であった者 

同条に規定する関係にある相手又は

同条に規定する関係にある相手であ

った者 

第十条第一項から第四項

まで、第十一条第二項第

二号、第十二条第一項第

一号から第四号まで及び

第十八条第一項 

配偶者 第二十八条の二に規定する関係にあ

る相手 

第十条第一項 離婚をし、又は

その婚姻が取り

消された場合 

第二十八条の二に規定する関係を解

消した場合 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条

第一項から第四項までの規定によるものを含む。次条において

同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰

金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の二において読み

替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二において準用

する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある

申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料

に処する。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日か

ら施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴力相談支援セ

ンターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相

談支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十

八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者

が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援助若

しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の

申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四

条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中

「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」

とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目

途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、

その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則〔平成一六年六月二日法律第六四号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日か

ら施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（次項におい

て「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る

同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例

による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命

令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であって生

命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの

法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一項第二号の

規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるもの

に限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定の

適用については、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とす

る。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途と

して、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果

に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則〔平成一九年七月一一日法律第一一三号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日か

ら施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条の規定

による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件

については、なお従前の例による。 

附 則〔平成二五年七月三日法律第七二号〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施

行する。 

附 則〔平成二六年四月二三日法律第二八号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二

条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月

一日 

附 則〔令和元年六月二六日法律第四六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
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一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必

要な経過措置は、政令で定める。 

〔検討等〕 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を

目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する

法律第六条第一項及び第二項の通報の対象となる同条第一項に

規定する配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条第一項から

第四項までの規定による命令の申立てをすることができる同条

第一項に規定する被害者の範囲の拡大について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途

に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

第一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地域

社会における更生のための指導及び支援の在り方について検討

を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則〔令和四年五月二五日法律第五二号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔前略〕附則〔中略〕第三十八条の規定 公布の日 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関

し必要な経過措置は、政令で定める。 

〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法〔刑法等の一部を改正する法

律＝令和四年六月法律第六七号〕施行日〔令和七年六月一日〕

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

附 則〔令和五年五月一九日法律第三〇号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

二 第二十一条の改正規定 民事訴訟法等の一部を改正する法

律（令和四年法律第四十八号。附則第三条において「民事訴

訟法等改正法」という。）附則第一条第四号に掲げる規定の

施行の日〔令和六年三月一日〕 

（政令への委任） 

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必

要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定

める。 

附 則〔令和五年六月一四日法律第五三号〕 

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔前略〕第三百八十八条の規定 公布の日 

二 〔前略〕第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八

条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して

二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 
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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

令和四年法律第五十二号 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営むに

当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面す

ることが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福

祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援

に関する必要な事項を定めることにより、困難な問題を

抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権

が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮 

らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「困難な問題を抱える女性」と

は、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その

他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営

む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのある女性

を含む。）をいう。 

（基本理念） 

第三条 困難な問題を抱える女性への支援のための施策は、

次に掲げる事項を基本理念として行われなければならな

い。 

一 女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、その

ために複雑化していることを踏まえ、困難な問題を抱え

る女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えてい

る問題及びその背景、心身の状況等に応じた最適な支援

を受けられるようにすることにより、その福祉が増進さ

れるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のための

援助、自立して生活するための援助等の多様な支援を 

包括的に提供する体制を整備すること。 

二 困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民間

の団体の協働により、早期から切れ目なく実施されるよ

うにすること。 

三 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資するこ

とを旨とすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっと

り、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施

策を講ずる責務を有する。 

（関連施策の活用） 

第五条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性へ

の支援のための施策を講ずるに当たっては、必要に応じ

て福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施策

その他の関連施策の活用が図られるよう努めなければな

らない。 

（緊密な連携） 

第六条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性へ

の支援のための施策を講ずるに当たっては、関係地方公共

団体相互間の緊密な連携が図られるとともに、この法律に

基づく支援を行う機関と福祉事務所（社会福祉法（昭和二

十六年法律第四十五号）に規定する福祉に関する事務所を

いう。）、児童相談所、児童福祉施設（児童福祉法（昭和

二十二年法律第百六十四号）第七条第一 

項に規定する児童福祉施設をいう。）、保健所、医療機

関、職業紹介機関（労働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭

和四十一年法律第百三十二号）第二条に規定する職業紹

介機関をいう。）、職業訓練機関、教育機関、都道府県

警察、日本司法支援センター（総合法律支援法（平成十

六年法律第七十四号）第十三条に規定する日本司法支援 

センターをいう。）、配偶者暴力相談支援センター（配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成十三年法律第三十一号）第三条第一項に規定する

配偶者暴力相談支援センターをいう。）その他の関係機

関との緊密な連携が図られるよう配慮しなければならな

い。 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第七条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援

のための施策に関する基本的な方針（以下「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一

項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画

の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に

関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の

実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しよ

うとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議

しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第八条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県にお

ける困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実

施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府

県基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施内

容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の

実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即

し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村に

おける困難な問題を抱える女性への支援のための施策の

実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町
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村基本計画」という。）を定めるよう努めなければなら

ない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基

本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県

基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言

その他の援助を行うよう努めなければならない。 

第三章 女性相談支援センターによる支援等 

（女性相談支援センター） 

第九条 都道府県は、女性相談支援センターを設置しなけれ

ばならない。 

２ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十

二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」とい

う。）は、女性相談支援センターを設置することができ

る。 

３ 女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性への

支援に関し、主として次に掲げる業務を行うものとす

る。 

一 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題について、

困難な問題を抱える女性の立場に立って相談に応ずるこ

と又は第十一条第一項に規定する女性相談支援員若しく

は相談を行う機関を紹介すること。 

二 困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱える女性がそ

の家族を同伴する場合にあっては、困難な問題を抱える

女性及びその同伴する家族。次号から第五号まで及び第

十二条第一項において同じ。）の緊急時における安全の

確保及び一時保護を行うこと。 

三 困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復を図るた

め、医学的又は心理学な援助その他の必要な援助を行う

こと。 

四 困難な問題を抱える女性が自立して生活することを促進

するため、就労の支援、住宅の確保、援護、児童の保育

等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、

関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 困難な問題を抱える女性が居住して保護を受けることが

できる施設の利用について、情報の提供、助言、関係機

関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たって

は、その支援の対象となる者の抱えている問題及びその

背景、心身の状況等を適切に把握した上で、その者の意

向を踏まえながら、最適な支援を行うものとする。 

５ 女性相談支援センターに、所長その他所要の職員を置

く。 

６ 女性相談支援センターには、第三項第二号の一時保護を

行う施設を設けなければならない。 

７ 第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要

と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合に、

女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣

が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若し

くは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がな

く、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。 

９ 第三項第二号の一時保護に当たっては、その対象となる

者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の状況

に応じて、当該児童への学習に関する支 

援が行われるものとする。 

１０ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たって

は、必要に応じ、困難な問題を抱える女性への支援に関

する活動を行う民間の団体との連携に努めるものとす

る。 

１１ 前各項に定めるもののほか、女性相談支援センターに

関し必要な事項は、政令で定める。 

（女性相談支援センターの所長による報告等） 

第十条 女性相談支援センターの所長は、困難な問題を抱え

る女性であって配偶者のないもの又はこれに準ずる事情

にあるもの及びその者の監護すべき児童について、児童

福祉法第六条の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助

事業の実施又は同法第二十三条第二項に規定する母子保

護の実施が適当であると認めたときは、これらの者を当

該妊産婦等生活援助事業の実施又は当該母子保護の実施

に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知しな

ければならない。 

（女性相談支援員） 

第十一条 都道府県（女性相談支援センターを設置する指定

都市を含む。第二十条第一項（第四号から第六号までを

除く。）並びに第二十二条第一項及び第二項第一号にお

いて同じ。）は、困難な問題を抱える女性について、そ

の発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門

的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する職員

（以下「女性相談支援員」という。）を置くものとす

る。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置する指定都市を除

く。第二十条第二項及び第二十二条第二項第二号におい

て同じ。）は、女性相談支援員を置くよう努めるものと

する。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行うの

に必要な能力及び専門的な知識経験を有する人材の登用

に特に配慮しなければならない。 

（女性自立支援施設） 

第十二条 都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させ

て、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を

図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその

自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所し

た者について相談その他の援助を行うこと（以下「自立

支援」という。）を目的とする施設（以下「女性自立支

援施設」という。）を設置することができる。 

２ 都道府県は、女性自立支援施設における自立支援を、そ

の対象となる者の意向を踏まえながら、自ら行い、又は

市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して

行うことができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当たっては、その

対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当
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該児童の状況に応じて、当該児童への学習及び生活に関

する支援が行われるものとする。 

（民間の団体との協働による支援） 

第十三条 都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援に

関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を

尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意

向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、インタ

ーネットの活用、関係機関への同行その他の厚生労働省

令で定める方法により、その発見、相談その他の支援に

関する業務を行うものとする。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活

動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつ

つ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意

しながら、前項の業務を行うことができる。 

（民生委員等の協力） 

第十四条 民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に

定める民生委員、児童福祉法に定める児童委員、人権擁

護委員法（昭和二十四年法律第百三十九号）に定める人

権擁護委員、保護司法（昭和二十五年法律第二百四号）

に定める保護司及び更生保護事業法（平成七年法律第八

十六号）に定める更生保護事業を営む者は、この法律の

施行に関し、女性相談支援センター及び女性相談支 

援員に協力するものとする。 

（支援調整会議） 

第十五条 地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な問

題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、関

係機関、第九条第七項又は第十二条第二項の規定による

委託を受けた者、困難な問題を抱える女性への支援に関

する活動を行う民間の団体及び困難な問題を抱える女性

への支援に従事する者その他の関係者（以下この条にお

いて「関係機関等」という。）により構成される会議 

（以下この条において「支援調整会議」という。）を組織

するよう努めるものとする。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女性への支援を適

切かつ円滑に行うために必要な情報の交換を行うととも

に、困難な問題を抱える女性への支援の内容に関する協

議を行うものとする。 

３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の交換及び協議を

行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対

し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力

を求めることができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合に

は、これに協力するよう努めるものとする。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関係機関等の

区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がな

く、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らし

てはならない。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員で

あった者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者であ

った者 

三 前二号に掲げる者以外の者 支援調整会議を構成する者

又は当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び運

営に関し必要な事項は、支援調整会議が定める。 

第四章 雑則 

（教育及び啓発） 

第十六条 国及び地方公共団体は、この法律に基づく困難な

問題を抱える女性への支援に関し国民の関心と理解を深

めるための教育及び啓発に努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個人であ

ることについての意識の 涵かん養に資する教育及び啓発

を含め、女性が困難な問題を抱えた場合にこの法律に基

づく支援を適切に受けることができるようにするための

教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進） 

第十七条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性

への支援に資するため、効果的な支援の方法、その心身

の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究の推

進に努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性

への支援に従事する者の適切な処遇の確保のための措

置、研修の実施その他の措置を講ずることにより、困難

な問題を抱える女性への支援に係る人材の確保、養成及

び資質の向上を図るよう努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第十九条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性

への支援に関する活動を行う民間の団体に対し、必要な

援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十条 都道府県は、次に掲げる費用（女性相談支援セン

ターを設置する指定都市にあっては、第一号から第三号

までに掲げる費用に限る。）を支弁しなければならな

い。 

一 女性相談支援センターに要する費用（次号に掲げる費用

を除く。） 

二 女性相談支援センターが行う第九条第三項第二号の一時

保護（同条第七項に規定する厚生労働大臣が定める基準

を満たす者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴

い必要な事務に要する費用 

三 都道府県が置く女性相談支援員に要する費用 

四 都道府県が設置する女性自立支援施設の設備に要する費

用 

五 都道府県が行う自立支援（市町村、社会福祉法人その他

適当と認める者に委託して行う場合を含む。）及びこれ

に伴い必要な事務に要する費用 

六 第十三条第一項の規定により都道府県が自ら行い、又は

民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性への

支援に要する費用 

２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する費用を

支弁しなければならない。 
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３ 市町村は、第十三条第二項の規定により市町村が自ら行

い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える

女性への支援に要する費用を支弁しなければならない。 

（都道府県等の補助） 

第二十一条 都道府県は、社会福祉法人が設置する女性自立

支援施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助する

ことができる。 

２ 都道府県又は市町村は、第十三条第一項又は第二項の規

定に基づく業務を行うに当たって、法令及び予算の範囲

内において、困難な問題を抱える女性への支援に関する

活動を行う民間の団体の当該活動に要する費用（前条第

一項第六号の委託及び同条第三項の委託に係る委託費の

対象となる費用を除く。）の全部又は一部を補助するこ

とができる。 

（国の負担及び補助） 

第二十二条 国は、政令で定めるところにより、都道府県が

第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項

第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の

五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十分の

五以内を補助することができる。 

一 都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用の

うち、同項第三号及び第五号に掲げるもの（女性相談支

援センターを設置する指定都市にあっては、同項第三号

に掲げるものに限る。） 

二 市町村が第二十条第二項の規定により支弁した費用 

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県が第二十条第一

項の規定により支弁した費用のうち同項第六号に掲げる

もの及び市町村が同条第三項の規定により支弁した費用

並びに都道府県及び市町村が前条第二項の規定により補

助した金額の全部又は一部を補助することができる。 

第五章 罰則 

第二十三条 第九条第八項又は第十五条第五項の規定に違反

して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円

以下の罰金に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 

公布の日 

二 附則第三十四条の規定 この法律の公布の日又は児童福

祉法等の一部を改正 

する法律（令和四年法律第六十六号）の公布の日のいずれ

か遅い日 

三 略 

四 附則第三十六条の規定 この法律の公布の日又は刑法等

の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に

関する法律（令和四年法律第六十八号）の公布の日のい

ずれか遅い日 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の公布後三年を目途として、この

法律に基づく支援を受ける者の権利を擁護する仕組みの

構築及び当該支援の質を公正かつ適切に評価する仕組み

の構築について検討を加え、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三

年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加

え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。 

（準備行為） 

第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日（以下「施行

日」という。）前においても、第七条第一項から第三項

までの規定の例により、基本方針を定めることができ

る。この場合において、厚生労働大臣は、同条第四項の

規定の例により、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施

行日において、第七条第一項から第三項までの規定によ

り定められ、同条第四項の規定により公表された基本方

針とみなす。 

（婦人補導院法の廃止） 

第十条 婦人補導院法は、廃止する。 

（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置） 

第十一条 旧婦人補導院法第十二条の規定による手当金の支

給及び旧婦人補導院法第十九条の規定による遺留金品の

措置については、なお従前の例による。この場合におい

て、これらに関する事務は、法務省令で定める法務省の

職員が行うものとする。 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行

に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （令和四年六月一五日法律第六六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一 附則第七条、第八条及び第十七条の規定 公布の日 

（罰則に関する経過措置） 

第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第十七条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経

過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等 

の施策に関する基本的な方針（概要） 

平成25年12月26日 

内閣府、国家公安委員会、法務省、厚生労働省告示第1号 

（令和２年３月23日 最終改正） 

 

第１ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本

的な事項 

１ 基本的な考え方 

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為を も含む重大な人

権侵害である。 

２ 我が国の現状 

平成13年４月、法が制定され、基本方針の策定等を内容と

する平成16年５月、平成19年７月、平成26年１月の法改正

を経て、令和元年６月、児童虐待防止対策及び配偶者から

の暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、被害者の保

護に当たり、相互に連携協力を図るべき機関として児童相

談所を明記する等の改正が行われた。 

３ 基本方針並びに都道府県基本計画及び市町村基本計画 

（１）基本方針 

基本方針は、都道府県基本計画及び市町 村基本計画の指

針となるべきものである。基本方針の内容についても、法

と同様、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及び被

害者について準用することとする。 

（２）都道府県基本計画及び市町村基本計画 

基本計画は、第一線で中心となって施策に取り組む地方公

共団体が策定するものである。策定に当たっては、それぞ

れの都道府県又は市町村の状況を踏まえた計画とするとと

もに、都道府県と市町村の役割分担についても、基本方針

を基に、地域の実情に合った適切な役割分担となるよう、

あらかじめ協議することが必要である。被害者の立場に立

った切れ目のない支援のため、都道府県については、被害

者の支援における中核として、一時保護等の実施、市町村

への支援、職務関係者の研修等広域的な施策等、市町村に

ついては、身近な行政主体の窓口として、相談窓口の設

置、緊急時における安全の確保、地域における継続的な自

立支援等が基本的な役割として考えられる。 

第２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

の内容に関する事項 

１ 配偶者暴力相談支援センター 

都道府県の支援センターは、都道府県における対策の中核

として、処遇の難しい事案への対応や専門的・広域的な対

応が求められる業務にも注力することが望ましい。市町村

の支援センターは、身近な行政主体における支援の窓口と

して、その性格に即した基本的な役割について、積極的に

取り組むことが望ましい。また、民間団体と支援センター

とが対等な関係性において、必要に応じ、機動的に連携を

図りながら対応することが必要である。 

２ 婦人相談員 

婦人相談員は、被害者に関する各般の相談に応じるととも

に、その態様に応じた適切な援助を行うことが必要であ

る。 

３ 配偶者からの暴力の発見者による通報等 

（１）通報 

都道府県及び市町村は、被害者を発見し た者は、その旨

を支援センター又は警察官に通報するよう努めることの周

知を図ることが必要である。医師その他の医療関係者等

は、被害者を発見した場合には、守秘義務を理由にためら

うことなく、支援センター又は警察官に対して通報を行う

ことが必要である。 

（２）通報等への対応 

支援センターにおいて、国民から通報を 受けた場合は、

通報者に対し、被害者に支援センターの利用に関する情報

を教示してもらうよう協力を求めることが必要である。医

療関係者から通報を受けた場合は、被害者の意思を踏ま

え、当該医療機関に出向く等により状況を把握し、被害者

に対して説明や助言を行うことが望ましい。警察におい

て、配偶者からの暴力が行われていると認めた場合は、暴

力の制止に当たるとともに、応急の救護を要すると認めら

れる被害者を保護することが必要である。 

４ 被害者からの相談等 

（１）配偶者暴力相談支援センター 

電話による相談があった場合は、その訴えに耳を傾け、適

切な助言を行うこと、また、面接相談を行う場合は、その

話を十分に聴いた上で、どのような援助を求めているのか

を把握し、問題解決に向けて助言を行うことが必要であ

る。 

（２）警察 

被害者からの相談において意思決定を支援するなど、被害

者の立場に立った適切な対応を行うとともに、相談に係る

事案が刑罰法令に抵触すると認められる場合には、被害者

の意思を踏まえ捜査を開始するほか、刑事事件として立件

が困難であると認められる場合であっても、加害者に対す

る指導警告を行うなどの措置を講ずることが必要である。

被害者から警察本部長等の援助を受けたい旨の申出があ

り、その申出を相当と認めるときは、国家公安委員会規則

で定めるところにより、必要な援助を行うことが必要であ

る。 

（３）人権擁護機関 

支援センター、警察等と連携を図りながら、被害者に必要

な助言、婦人相談所等一時保護施設等への紹介等の援助を

行うなど、被害者の保護、救済に努める。 

（４）民間団体との連携 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活

動を行う民間団体では、相談業務、同行支援、自立支援な

ど大きな役割を担っている。 

５ 被害者に対する医学的又は心理学的な援助等 

（１）被害者に対する援助 
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婦人相談所において、医師、心理判定員等、支援にかかわ

る職員が連携して被害者に対する医学的又は心理学的な援

助を行うことが必要である。また、被害者が、地域での生

活を送りながら、身近な場所で相談等の援助を受けられる

よう、支援センターは、カウンセリングを行うことや、専

門家や民間団体等と連携し、適切な相談機関を紹介するな

どの対応を採ることが必要である。 

（２）子どもに対する援助 

児童相談所において、医学的又は心理学的な援助を必要と

する子どもに対して、精神科医や児童心理司等が連携を図

りながら、カウンセリング等を実施することが必要であ

る。また、学校及び教育委員会並びに支援センターは、学

校において、スクールカウンセラー等が相談に応じている

こと等について、適切に情報提供を行うことが必要であ

る。 

（３）医療機関との連携 

支援センターは、被害者本人及びその子どもを支援するに

当たって、専門医学的な判断や治療を必要とする場合は、

医療機関への紹介、あっせんを行うことが必要である。 

６ 被害者の緊急時における安全の確保及び一時保護等 

（１）緊急時における安全の確保 

婦人相談所の一時保護所が離れている等の場合において、

緊急に保護を求めてきた被害者を一時保護が行われるまで

の間等に適当な場所にかくまう、又は避難場所を提供する

こと等の緊急時における安全の確保は、身近な行政主体で

ある市町村において、地域における社会資源を活用して積

極的に実施されることが望ましい。 

（２）一時保護 

一時保護は、配偶者からの暴力を避けるため緊急に保護す

ること等を目的に行われるものであるから、夜間、休日を

問わず、一時保護の要否判断を速やかに行う体制を整える

ことが必要である。また、それぞれの被害者の状況等を考

慮し、被害者にとって最も適当と考えられる一時保護の方

法及び施設を選定することが必要である。 

（３）婦人保護施設等 

婦人保護施設は、適切な職員を配置し、心身の健康の回復

や生活基盤の安定化と自立に向けた支援を行うことが必要

である。母子生活支援施設は、適切な職員を配置し、子ど

もの保育や教育等を含め、母子について心身の健康の回復

や生活基盤の安定化と自立に向けた支援を行うとともに、

退所後についても相談その他の援助を行うことが必要であ

る。 

（４）広域的な対応 

都道府県域を越えて一時保護・施設入所がなされる広域的

な対応も増加しており、これら地方公共団体間の広域的な

連携を円滑に実施することが必要である。 

７ 被害者の自立の支援 

（１）関係機関等との連絡調整等 

支援センターが中心となって関係機関の協議会等を設置

し、関係機関等の相互の連携体制について協議を行うとと

もに、各機関の担当者が参加して、具体的な事案に即して

協議を行う場も継続的に設けることが望ましい。また、手

続の一元化や同行支援を行うことにより、被害者の負担の

軽減と、手続の円滑化を図ることが望ましい。 

（２）被害者等に係る情報の保護 

支援センターは、住民基本台帳の閲覧等に関し、被害者を

保護する観点から、加害者からの請求又は申出については

閲覧させない等の措置が執られていることについて、情報

提供等を行うことが必要である。また、住民基本台帳から

の情報に基づき事務の処理を行う関係部局においては、閲

覧等の制限の対象となっている被害者について、特に厳重

に情報の管理を行うことが必要である。 

（３）生活の支援 

福祉事務所及び母子・父子自立支援員においては、法令に

基づき被害者の自立支援を行うことが必要である。福祉事

務所においては、被害者が相談・申請を行う場所や、生活

保護の申請を受けて、扶養義務者に対して扶養の可能性を

調査する際の方法や範囲等に関し、被害者の安全確保の観

点から適切に配慮することが必要である。 

（４）就業の支援 

公共職業安定所や職業訓練施設においては、被害者一人一

人の状況に応じたきめ細かな就業支援に積極的に取り組む

ことが必要である。また、子どものいる被害者について

は、母子家庭等就業・自立支援センターにおける就業相談

等の活用についても積極的に促すことが必要である。 

（５）住宅の確保 

公営住宅の事業主体において、被害者の自立支援のため、

公営住宅の優先入居や目的外使用等の制度が一層活用され

ることが必要である。また、都道府県等においては、身元

保証人が得られないことでアパート等の賃借が困難 

となっている被害者のための身元保証人を確保するための

事業の速やかな普及を図ることが望ましい。 

（６）医療保険 

婦人相談所等が発行する証明書を持って保険者に申し出る

ことにより、健康保険における被扶養者又は国民健康保険

組合における組合員の世帯に属する者から外れること、ま

た、第三者行為による傷病についても、保険診療による受

診が可能であること等の情報提供等を行うことが必要であ

る。 

（７）年金 

被害者が年金事務所において手続をとることにより、国民

年金原簿等に記載されている住所等が知られることのない

よう、秘密の保持に配慮した取扱いが行われること等につ

いて、情報提供等を行うことが必要である。 

（８）子どもの就学･保育等 

支援センターは、被害者等の安全の確保を図りつつ、子ど

もの教育を受ける権利が保障されるよう、教育委員会、学

校と連絡をとるとともに、被害者に対し、必要な情報提供

を行うことが必要である。国においては、市町村に対し、

保育所への入所については、母子家庭等の子どもについ

て、保育所入所の必要性が高いものとして優先的に取り扱

う特別の配慮を引き続き求めるよう努める。また、支援セ

ンターにおいては、住民基本台帳への記録がなされていな
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い場合であっても、予防接種や健診が受けられることにつ

いて、情報提供等を行うことが必要である。 

（９）その他配偶者暴力相談支援センターの取組 

離婚調停手続等について各種の法律相談窓口を紹介するな

ど、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるこ

とが望ましい。資力の乏しい被害者が無料法律相談等民事

法律扶助制度を利用しやすくするため、日本司法支援セン

ターに関する情報の提供を行うことが望ましい。また、住

民基本台帳への記録がなされていない場合の介護給付等の

扱いについて情報提供を行うことが必要である。 

８ 保護命令制度の利用等 

（１）保護命令制度の利用 

被害者が保護命令の申立てを希望する場合には、申立先の

裁判所や申立書等の記入方法等についての助言を行うとと

もに、保護命令の手続の中で、申立書や添付した証拠書類

の写し等が裁判所から相手方に送付されること、緊急に保

護命令を発令しなければ被害者の保護ができない場合にお

いて、暴力等の事実など保護命令の発令要件の証明が可能

なときは、裁判所に対し、審尋等の期日を経ずに発令する

ようにその事情を申し出ることができること等について、

被害者に対し説明することが必要である。 

（２）保護命令の通知を受けた場合の対応 

ア 警察 

速やかに被害者と連絡を取り、被害者の 意向を確認した

上で被害者の住所又は居所を訪問するなどして、緊急時の

迅速な通報等について教示することが必要である。また、

加害者に対しても、保護命令の趣旨及び保護命令違反が罪

に当たることを認識させ、保護命令が確実に遵守されるよ

う指導警告等を行うことが必要である。 

イ 配偶者暴力相談支援センター 

速やかに被害者と連絡を取り、安全の確 保や、親族等へ

の接近禁止命令が出された場合には、当該親族等へその旨

連絡すること等、保護命令発令後の留意事項について情報

提供を行うことが必要である。また、警察と連携を図って

被害者の安全の確保に努めることが必要である。 

９ 関係機関の連携協力等 

（１）連携協力の方法 

被害者の支援のためには、関係機関が共通認識を持ち、

日々の相談、一時保護、自立支援等様々な段階において、

緊密に連携しつつ取り組むことが必要である。 

（２）関係機関による協議会等 

関係部局や機関の長により構成される代表者会議、被害者

の支援に直接携わる者により構成される実務者会議、実際

の個別の事案に対応する個別ケース検討会議等、重層的な

構成にすることが望ましい。参加機関としては、都道府県

又は市町村の関係機関はもとより、関係する行政機関、民

間団体等について、地域の実情に応じ、参加を検討するこ

とが望ましい。 

（３）関連する地域ネットワークの活用 

関連の深い分野における既存のネットワークとの連携や統

合により、関連施策との連携協力を効果的かつ効率的に進

めることについても、検討することが望ましい。 

（４）広域的な連携 

市町村又は都道府県の枠を越えた関係機関の広域的な連携

が必要になる場合も考えられることから、あらかじめ、近

隣の地方公共団体と連携について検討しておくことが望ま

しい。 

（５）連携協力の実効性の向上 

配偶者からの暴力対応と児童虐待対応の関係機関の連携協

力については、研修の拡充等により、配偶者からの暴力及

び児童虐待の特性並びに連携の在り方等に係る理解促進を

図り、その実効性を向上させることが必要である。 

10 職務関係者による配慮・研修及び啓発 

（１）職務関係者による配慮 

職務関係者は、配偶者からの暴力の特性等を十分理解した

上で、被害者の立場に配慮して職務を行うことが必要であ

る。特に被害者と直接接する場合は、被害者に更なる被害

（二次的被害）が生じることのないよう配慮するこ速やか

に被害者と連絡を取り、被害者の意向を確認した上で被害

者の住所又は居所を訪問するなどして、緊急時の迅速な通

報等について教示することが必要である。また、加害者に

対しても、保護命令の趣旨及び保護命令違反が罪に当たる

ことを認識させ、保護命令が確実に遵守されるよう指導警

告等を行うことが必要である。 

第３ その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施に関する重要事項 

１ 基本方針に基づく施策の実施状況に係る評価国及び地方公

共団体における施策の実施状況等を把握するとともに、基

本方針に基づく施策の実施状況に係る評価を適宜行い、必

要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 

２ 基本計画の策定・見直しに係る指針 

（１）基本計画の策定 

基本計画の策定に際しては、その地域における配偶者から

の暴力をめぐる状況や施策の実施状況を把握することが必

要である。策定に当たっては、基本方針に掲げた各項目の

関係部局が連携して取り組むことが望ましい。また、被害

者の支援に取り組む民間団体等広く関係者の意見を聴取す

ることが望ましい。 

（２）基本計画の見直し等 

基本計画については、基本方針の見直しに合わせて見直す

ことが必要である。なお、計画期間内であっても、新たに

基本計画に盛り込むべき事項が生じるなどの場合は、必要

に応じ、基本計画を見直すことが望ましい。 
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蕨市男女共同参画パートナーシップ条例 

平成 15 年３月 27 日条例第２号 

 
「お互いよりよく生きたい。重たい荷物は男女で持ちましょ

う。人生の美酒も苦汁も同じように分け合って飲んで、味わって

いきましょう。」 

これは、平成２年に、蕨市で初めて開かれた男女平等市民フォ

ーラムにかかわった女性たちの呼びかけです｡その後､市民と市が

一緒に「蕨市男女平等行動計画パートナーシッププラン 185」を

策定し､男女が平等で共に参画するまちづくりを進めてきました。 

しかし、重要な方針や計画を決定する場に女性が少ないこと

や、子育てと仕事を両立する仕組みが不十分なことなど、改めて

いかなければならない慣習や制度が、依然として残っています。

また、新たな社会問題として、女性に対する暴力など人権を尊重

する視点で解決しなければならない課題も生じています。 

そこで、家庭、地域、学校、職場など社会のあらゆる分野で

「女だから、男だから」ということで活動の場を制限することな

く、男女が対等なパートナーとして個性と能力を生かし、社会に

参画し、責任を担う男女共同参画のまちづくりを進めることが重

要です。 

ここに、私たちは、女性と男性が、市民と市が手を携え、男女

が平等で共に参画する明るい地域社会をつくるために、この条例

を定めます。 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画社会をつくるための基本理念

を定め、市、市民、事業者の責務を明らかにすることにより、

男女が平等で共にあらゆる分野に参画するまち蕨を実現するこ

とを目的とします。 

（言葉の意味） 

第２条 この条例に使われている言葉の意味を、次のように定め

ます。 

(１) 男女共同参画 男女は、社会の対等なパートナーとして、

自分の意思で社会のあらゆる分野に参画する機会があり、等

しく政治や経済、社会、文化などの面で利益を受け、共に責

任を担うことを言います。 

(２) 固定的性別役割分担意識 「女性は家事や子育て中心で、

男性は仕事が中心」というように性によって役割を決める考

えを言います。 

(３) 積極的格差是正措置 男女共同参画を強力に進めるため、

社会のあらゆる分野でどちらかの性に偏りがみられる場合、

一定の範囲で、その性に対して積極的、優先的に参画するた

めの機会を与えることを言います。 

(４) 市民 市内に住み､働き､学ぶすべての人々を言います。 

(５) 事業者 市内において公的な機関、民間を問わず、また営

利、非営利を問わず事業や活動を行うものを言います。 

(６) セクシュアル･ハラスメント 性的な嫌がらせを言います。 

(７) ドメスティック・バイオレンス 夫や恋人など親しい男性

から女性に向けられる身体的、精神的、性的、経済的な暴力

又は子どもを利用した暴力を言います。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次の基本理念に基づいて進めます。 

(１) 男女は、一人の人間として尊重され、性別による差別的取

り扱いを受けないことや能力が発揮できる機会が保障される

ことなど男女の人権が尊重されること。 

(２) 男女は、社会で活動するときに、固定的性別役割分担意識

に基づいた社会の制度や慣習の影響を受けないように配慮さ

れること。 

(３) 男女は、社会の対等なパートナーとして、大事なことを考

えたり、決めたりする場に参画する機会が確保されること。 

(４) 家族を構成する男女が、お互いに協力し、社会の支援も受

け、家族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活

動が行われるようにすること。 

(５) ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメ

ント、虐待など女性に向けられる暴力、嫌がらせは、社会の

構造的な問題であると認識し、人権侵害をなくすこと。 

(６) 男女は、お互いの性を理解し、健康に配慮すると共に、妊

娠や出産など女性の生涯にわたる性と生殖に関する健康と権

利が尊重されること。 

(７) 国、県、他市町村と連携し、国際的な理解、協力の下に行

われること。 

（市の責務） 

第４条 市は、この条例の基本理念に基づいて、次の責務を有し

ます。 

(１) 男女共同参画に必要な施策を総合的に計画し、実施しま

す。 

(２) 市民や事業者と協力し、男女共同参画を進めます。 

(３) 男女共同参画に必要な体制を整え、財政上の措置を行うよ

うに努めます。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、この条例の基本理念に基づいて、次の責務を有

します。 

(１) 固定的性別役割分担意識やその意識に基づいた制度や慣習

を見直し、改めていきます。 

(２) 家庭、地域、学校、職場など社会のあらゆる分野に積極的

に参画し、男女共同参画に努めます。 

(３) 市が行う施策に積極的に協力します。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、この条例の基本理念に基づいて、次の責務を

有します。 

(１) 事業活動のなかに男女が共同して参画することができる体

制づくりに努めます。 

(２) 市が行う施策に積極的に協力します。 

（性別による権利侵害をなくすこと） 

第７条 市は、市民や事業者と協力し、家庭、地域、学校、職場

など社会のあらゆる分野で性別を理由にした差別的な取り扱い

をなくすことを目指します。 

２ 市は、市民や事業者と協力し、セクシュアル・ハラスメント

をなくすことを目指します。 
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３ 市は、市民や事業者と協力し、ドメスティック・バイオレン

スをはじめとする女性に向けられる暴力をなくすことを目指し

ます。 

（市民に表示する情報において留意すること） 

第８条 市民に表示する情報において、固定的性別役割分担意識

や女性に向けられる暴力を助長し、連想させるような表現、行

き過ぎた性的な表現を行わないように、だれもが努めなければ

なりません。 

（市のとりくみ） 

第９条 市は、男女共同参画を進めるため、次のことを行いま

す。 

(１) 男女が共に、家庭生活と職業生活、学習、地域活動が両立

できるように支援に努めます。 

(２) 市民や事業者に男女共同参画が理解されるように広報活動

などを行います。 

(３) 学校教育や生涯学習のなかで、男女平等教育や学習に取り

組むように努めます。 

(４) あらゆる分野の活動において男女間に参画する機会の格差

がある場合、市民や事業者と協力し、積極的格差是正措置が

取り入れられるように努めます。 

(５) 市の審議会などの委員を委嘱するときには、積極的格差是

正措置を取り入れるように努めます。 

(６) 市民や事業者と協力し、地域で啓発や推進事業を行いま

す。 

(７) 市民や事業者に、情報の提供や人材の育成などその他必要

な支援を行います。 

(８) 妊娠や出産など女性の生涯にわたる性と生殖に関する健康

と権利についての認識が広まるように努めます。 

(９) 男女共同参画に必要な調査研究を行います。 

（男女共同参画推進員） 

第 10条 市長は、地域で男女共同参画を進めるため、男女共同

参画推進員（以下「推進員」と言います。）を置くことができ

ます。 

２ 推進員は、次のことを行います。 

(１) 市と共に、市民や事業者の協力の下に男女共同参画を進め

るための事業を行います。 

(２) その他男女共同参画を進めるために必要なことを行いま

す。 

（男女共同参画推進委員会） 

第 11条 市長は、男女共同参画を進めるため、男女共同参画推

進委員会（以下「委員会」と言います。）を設置します。 

２ 委員会は、次のことを行います。 

(１) 男女共同参画の推進に関する重要な事項の調査審議を行い

ます。 

(２) 男女共同参画の推進状況について調査し、市長へ意見を述

べます。 

３ 委員は、知識経験者、関係団体の代表者、推進員、市民の中

から市長が委嘱します。市長は、委員の一部を公募します。 

４ 委員会の委員は、10 人以内で組織し、できる限り男女が均

衡となるように努めます。 

５ 委員の任期は、２年とします。ただし、欠員によって補充さ

れた委員の任期は、前任者の残任期間とします。また、委員

は、再任されることができます。 

６ 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選によって定め

ます。 

７ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員

長があらかじめ指名する委員がその職務を代理します。 

８ 委員会の運営に必要なことは、市長が別に定めます。 

（基本計画） 

第 12条 市長は、男女共同参画を進めるため、基本計画を策定

します。 

２ 基本計画は、男女共同参画に関する施策の大綱やその他男女

共同参画に必要な施策を定めます。 

３ 市長は、基本計画を策定するときには、市民の意見を聴くと

ともに委員会の意見を尊重します。また、基本計画を変更する

ときにも同様とします。 

４ 市長は、基本計画を策定したときには、速やかに公表しま

す。 

（苦情や相談等への対応） 

第 13条 市長は、男女共同参画に関して、市民や事業者から苦

情や相談を受ける窓口を設け、関係機関と連携を図りながら、

適切な対応に努めます。 

（年次報告） 

第 14条 市長は、毎年、男女共同参画の推進状況を公表しま

す。 

（委任） 

第 15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し

必要な事項は、市長が別に定めます。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 15年 6 月１日から施行します。 
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２ 用語の解説 

 

  

№ 用 語 解 説 初出頁 

１ 配偶者 
ＤＶ防止法でいう「配偶者」とは、婚姻の届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。 
１ 

２ 配偶者からの暴力 

ＤＶ防止法では、配偶者からの身体に対する暴力、またはこれに準

ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいうが、一般的には、身体的

暴力、精神的暴力以外にも、性的暴力や経済的暴力も含む。また、

生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力を含

み、離婚や事実上の婚姻関係の解消、生活の本拠を共にする交際を

解消した後にも配偶者から引き続き受ける暴力を含む。 

１ 

３ 
蕨市男女共同参画パートナーシッププラ

ン（第３次） 

（令和６）2024 年度に策定された、男女共同参画に関する総合的な

基本計画。 
１ 

４ 配偶者暴力相談支援センター 

被害者の支援を行う上で中心的な役割を果たす施設。ＤＶ防止法で

は、都道府県に対して設置を義務づけており、市町村に対しては適

切な施設において機能を果たすよう努めることとされている。 

１ 

５ 
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策に関する基本的な方針 

ＤＶ防止法に基づき、国が告示した配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する基本的な事項などを定めた方針。 
１ 

６ 
埼玉県配偶者等からの暴力防止及び被害

者支援基本計画 

ＤＶ防止法に基づき、「都道府県は基本方針に即して都道府県基本

計画を定めなければならない」とされている。埼玉県は、平成 18 年

度に基本計画を策定し、令和４年度には新たに５ヵ年の第５次計画

を策定した。 

１ 

７ デートＤＶ 若年層の間で起こる、交際相手からの暴力を「デートＤＶ」という。 １ 

８ 蕨市男女共同参画パートナーシップ条例 
男女共同参画のまちづくりを進めるため平成 15年３月 27日に制定

し、平成 15年６月 1 日から施行した。 
２ 

９ 事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの 
事実上婚姻関係と同様の事情にあるものとは、いわゆる“内縁関係

にあるもの”を指す。 
３ 

10 生活の本拠を共にする交際をする関係 
生活の本拠を共にする交際をする関係とは、いわゆる“同棲関係に

あるもの”を指す。 
３ 

11 児童虐待 

児童虐待防止法では、「児童が同居する家庭における配偶者に対す

る暴力など児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」も児

童虐待にあたるとしている。 

５ 

12 蕨市男女平等行政推進会議 
平成３年に設置された、市職員を委員とする男女平等を推進するた

めの会議。 
５ 

13 蕨市男女共同参画推進委員会 
男女共同参画パートナーシップ条例に基づいて平成 15 年度に設置

し、同年、男女共同参画基本計画のための提言を行った。 
５ 

14 男女共同参画基本計画 

男女共同参画社会基本法に基づき国が策定したものです。豊かな

社会を目指していくうえで、男女が互いに人権を尊重し、責任を

分かち合い、性別にとらわれずに個性と能力を十分に発揮できる

社会の実現に向け、取り組むべき目標や施策について定めたも

の。 

６ 
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№ 用 語 解 説 初出頁 

15 蕨市男女共同参画プラン策定懇話会 
男女共同参画のまちづくりに向けた基本計画を策定するための懇話

会。計画策定に向けて提言を行った。 
８ 

16 蕨市男女共同参画市民懇談会 
蕨市男女共同参画プラン策定懇話会の「計画策定よりも先に条例を」

という提言を受けて設置。条例を制定するため提言を行った。 
８ 

17 セクシュアル・ハラスメント 
相手の意に反する性的な言動でいやがらせをしたり、一定の不利益を

与えたり、就業環境を悪化させたりするもの。 
８ 

18 蕨市ＤＶ対策庁内連絡会 
平成 26 年に設置された庁内の関連する部署が連携して総合的な支援

をするための会議。 
８ 

19 パブリック・コメント 
行政が制定する条例、策定する基本計画等の素案について、一定期間

を定めて広く市民から意見を募集すること。 
８ 

20 女性の心と生き方相談 

第 1･3･4 金曜日の午後 1 時～３時 50 分に実施。ＤＶの相談（カウン

セリング）をはじめ、離婚や親子関係など女性に関する相談を幅広く

受けている。 

９ 

21 固定的性別役割分担意識 
「男は仕事、女は家庭」など性別によって役割を固定化して考える意

識を言う。 
23 

22 男女共同参画啓発紙「パートナー」 
市民編集委員の協力により企画・編集している男女共同参画の情報

紙。年に 1 回発行している。 
24 

23 保護命令制度 

被害者からの申立てにより、裁判所が、相手配偶者に対して、被害者

の身辺へのつきまとい等の一定の行為を禁止する命令（保護命令）を

発令する制度です。保護命令に違反した者には、刑罰が科せられるこ

ととされています。 

29 

24 ワンストップサービス 

各種行政手続きの案内、申請、交付などのサービスを１ヵ所で提供す

ることをいいます。被害者の安全確保を図ることを目的に、手続きに

係る負担を軽減します。 

30 

25 ＰＴＳＤ 

心的外傷後ストレス障害のこと。日常的にＤＶなどの暴力を受け続け

た場合にも起こり得る。その暴力から逃れた後も、フラッシュバック

体験などにより、心や身体に不調を感じたり、人間関係の構築が難し

くなってしまうことがある。 

31 
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３ 計画策定の経過 

令和７年２月 10日（月） 

令和６年度第２回蕨市ＤＶ対策庁内連絡会 

蕨市ＤＶ対策及び困難な問題を抱える女性支援基本計画（仮称）の策定スケ

ジュール（案）、市民意識調査について 

令和７年３月 19日（水） 

令和６年度第３回蕨市男女共同参画推進委員会 

蕨市ＤＶ対策及び困難な問題を抱える女性支援基本計画（仮称）の策定スケ

ジュール（案）、市民意識調査について 

令和７年３月 24日（月） 

令和６年度第２回蕨市男女平等行政推進会議 

蕨市ＤＶ対策及び困難な問題を抱える女性支援基本計画（仮称）の策定スケ

ジュール（案）、市民意識調査について 

令和７年４月 28日（月） デートＤＶ意識・実態調査の実施 

令和７年５月 ９日（金） 配偶者等からの暴力及び女性の暮らしと困難に関する意識・実態調査の実施 

令和７年７月 14日（月） 

令和７年度第１回蕨市ＤＶ対策庁内連絡会 

配偶者等からの暴力及び女性の暮らしと困難に関する意識・実態調査集計結

果、デートＤＶ意識・実態調査集計結果、計画の素案について 

令和７年７月 22日（火） 

令和７年度第１回蕨市男女共同参画推進委員会 

配偶者等からの暴力及び女性の暮らしと困難に関する意識・実態調査集計結

果、デートＤＶ意識・実態調査集計結果、計画の素案について 

令和７年７月 29日（火） 

令和７年度第１回蕨市男女平等行政推進会議 

配偶者等からの暴力及び女性の暮らしと困難に関する意識・実態調査集計結

果、デートＤＶ意識・実態調査集計結果、計画の素案について 

令和７年 11月６日（木） 
令和７年度第２回蕨市男女共同参画推進委員会 

蕨市ＤＶ対策及び困難な問題を抱える女性支援基本計画（仮称・素案）について 

令和７年 11月 26日（水） 
令和７年度第２回蕨市ＤＶ対策庁内連絡会 

蕨市ＤＶ対策及び困難な問題を抱える女性支援基本計画（仮称・素案）について 

令和７年 12月 17日（水） 

～令和８年１月６日（火） 
パブリック・コメントの実施 

令和８年２月５日（木） 

令和７年度第３回蕨市ＤＶ対策庁内連絡会 

蕨市ＤＶ対策及び困難な問題を抱える女性支援基本計画（仮称・案）について  

～パブリック・コメントを受けて～ 

令和８年２月９日（月） 

令和７年度第２回蕨市男女平等行政推進会議 

蕨市ＤＶ対策及び困難な問題を抱える女性支援基本計画（仮称・案）について  

～パブリック・コメントを受けて～ 
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４ 名簿 

 

蕨市男女共同参画推進委員会委員名簿 

№ 役  職 氏  名 所 属 等 

１ 委員長 足立 明美 子育てアドバイザー 

２ 委員長職務代理 加藤 光男 パートナー編集委員 

３  須賀 敬史 蕨市男女平等推進市民会議 

４  安藤 さゆり 沖電気工業株式会社 

５   近藤 大志  蕨市立小中学校校長会 

６  青木 祥夫 蕨市町会長連絡協議会 

７  鈴木 眞知子 蕨市民生委員・児童委員協議会連合会 

８  小松﨑 和子 蕨市男女共同参画推進員 

９  横山 直子 公募 

10  成田 弘子 公募 

任期：令和７年７月 16日～令和９年７月 15日 

 

蕨市男女平等行政推進会議委員名簿 

№ 部  名 所属・役職 氏  名 

１ 秘書広報課 秘書広報課主幹 倉石 信絵 

２ 

総務部 

人事課長 平塚 悟 

３ 庶務課主幹 上村 亜希子 

４ 次長兼情報管理課長 倉石 尚登 

５ 

市民生活部 

 次長兼市民課長 岡田 陽一 

６ 市民協働課長 川邉 ユカリ 

７ 次長兼医療保険課長 大山 麻美子 

８ 

健康福祉部 

生活支援課長 越 正男 

９ 子ども未来課長 中村 亮一 

10 健康長寿課長 加藤 晶大 

11 次長兼福祉総務課長 國井 信太郎 

12 都市整備部 まちづくり課長 鈴木 昭弘 

13 
教育部 

教育総務課長 白鳥 幸男 

14 西公民館長 荒川 恵子 

15 市立病院 医務局看護科看護師長 桑原 文子 

16 消防本部 消防本部総務課長補佐 市瀬 龍治郎 

任期：令和７年４月１日～令和９年３月 31日 
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蕨市ＤＶ対策庁内連絡会委員名簿 

№ 部  名 所属・役職 氏  名 

１ 
総務部 

税務課諸税係長 羽生 雄太 

２ 納税課係長 小林 紘子 

３ 

市民生活部 

市民課長補佐 石井 雅一 

４ 市民協働課長 川邉 ユカリ 

５ 医療保険課長補佐 横田 里志 

６ 

健康福祉部 

福祉総務課障害者福祉係長 岡本 香南子 

７ 生活支援課長補佐 池澤 英明 

８ 子ども未来課子育て相談係長 長谷川 咲子 

９ 健康長寿課長寿支援係長 村山 雄輝 

10 保健センター副所長 細野 亜紀子 

11 市立病院 庶務課医事係長 小峰 聖仁 

12 消防本部 総務課長補佐 岡庭 雅俊 

13 
教育部 

学校教育課指導係長 峠舘 春介 

14 生涯学習スポーツ課生涯学習振興係長 加藤 嘉明 

15 水道部 業務課庶務経理担当係長 黒須 康文 

任期：令和７年４月１日～令和８年３月 31日 
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５ 主な相談窓口 

 

 

 

 

相談機関・連絡先 相談できる内容 ２次元コード

 【緊急時】

蕨警察署
048-444-0110

緊急・夜間のDVに関する相談は、最寄の警察署で緊急時にも対応しま
す。

 【DV（ドメスティック・バイオレンス）】

DV相談

（蕨市配偶者暴力相談支援センター）

048-433-7745

配偶者等からの暴力（DV）に関する相談に応じるほか、被害者の自立や
支援に必要な情報の提供や関係機関との連絡調整、援助等を行います。

埼玉県女性・
DVチャット相談「たまチャ」
ウェブチャット相談

DVやデートDV被害のほか、心身の健康、家族・恋人関係、生きづらさな
ど、女性の多様な悩みを匿名で相談できます。

With Youさいたま
048-600-3700

With you さいたまは県が自主的に設置している女性のための総合施設
です。

DV相談ナビ
＃8008（はれれば）

配偶者や交際相手からの暴力（DV）に悩んでいることを、どこに相談すれ
ばよいかわからないという方はDV相談ナビをご利用ください。

「DV相談＋（プラス）」
0120-279-889

配偶者やパートナーから受けている様々な暴力（DV）について、専門の
相談員が一緒に考えます。

女性相談支援センター

「あなたのミカタ」
♯8778（はなそうなやみ）

困難な問題を抱える女性のさまざまな悩みに関する相談に応じるとともに、
女性の抱える問題や状況に応じた様々な支援を行うために都道府県が設
置している機関です。

 【性被害】

性暴力等犯罪被害専用相談電話

「アイリスホットライン」
♯8891

性犯罪・性暴力に関する相談窓口です。産婦人科医療やカウンセリング、
法律相談などの専門機関とも連携しています。

[Cure time（キュアタイム）」
ウェブチャット相談

性暴力に関するSNS相談を実施しています。「これって性暴力？」と思うよ
うな悩みも匿名で相談できます。

 【心の不調（メンタルヘルス）】

蕨市保健センター
048-431-5590

公的な相談窓口につながる相談窓口を紹介しています。また、電話では
相談しづらい方にはSNS相談、専門機関へ相談されたい方向けの相談窓
口も紹介しています。

埼玉県こころの電話相談
048-723-1447

心の健康相談、精神医療に関する相談、社会復帰相談など(特定相談)
アルコール、薬物、思春期、認知症に関する相談に応じています。

 【子ども・家庭】

DV被害母子のための
心のケアオンライン相談

Web相談

DV被害による心身への影響に悩む女性と子どものためのオンライン相談
（予約制）を実施しています。
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※令和８年３月現在の情報です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童相談所虐待対応ダイヤル
「189」

虐待対応、育児、里親、ヤングケアラーなどこどもの福祉に関する様々な
相談を受け付けています。

24時間子供SOSダイヤル
0120－0－78310

いじめやその他の子供のSOS全般について、子供や保護者などが夜間・
休日を含めて24時間いつでも相談できます。

子どもの人権110番
0120－007－110

「いじめ」や虐待などこどもの人権問題に関する専用相談電話です。

 【生活困窮】

蕨市生活自立相談支援センター
048-445-1377

経済的に困窮し、生活の維持が困難となる恐れのある方々に対して包括
的な相談支援を行います。

 【外国人】

外国人のための人権相談
0570-090-911

日本語を自由に話すことができない方からの人権相談に応じるため、専用
の相談電話を設置しています。

外国人総合相談センター埼玉
048-833-3296

日本語でのコミュニケーションに不安のある方は、こちらの相談窓口にご連
絡ください。

多言語情報提供サービス
0570-078-377

外国語で日本の法律や相談できるところの情報を提供するサービスを行っ
ています。

 【その他】

埼玉県警察
048-822-9110

DV、ストーカー、つきまとい、その他日常生活の不安などに関する緊
急ではない相談窓口につながります。

蕨市各種専門相談
048-433-7745

法律相談、登記・法律相談、多重債務相談、人権相談、女性相談など、
悩みに応じた適切な窓口をご案内し、専門家による相談を実施していま
す。

埼玉県男性のための電話相談
048-601-2175

男性臨床心理士による男性のための電話相談を実施しています。

「みんなの人権100番」
0570-003-110

差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を
受け付ける相談電話を設置しています。

ＤＶ等被害者法律相談援助
（法テラス） 0120-079714

DV、ストーカー、児童虐待を受けている方や、受けるおそれがある方
を対象に、弁護士による法律相談を実施しています。

にんしんSOS埼玉
思いがけない妊娠に関する相談窓口

050-3134-3100

保健師・助産師・看護師、社会福祉士などの専門相談員が、思いが
けない妊娠に悩む方の状況を丁寧に受け止めながら、適切な情報
提供を行います。

相談機関・連絡先 相談できる内容 ２次元コード
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